
議案第１７号 

東京都板橋区立中央図書館駐車場条例の施行期日を定める規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年３月１１日 

            提出者 板橋区教育委員会教育長 中 川 修 一 

 

   東京都板橋区立中央図書館駐車場条例の施行期日を定める規則 

 東京都板橋区立中央図書館駐車場条例（令和２年板橋区条例第４２号）の施

行期日は、令和３年３月２８日とする。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 東京都板橋区立中央図書館駐車場条例の施行期日を定める必要がある。 


